
第６回たつの市立保育所・こども園合同絵画展
『夢いっぱい  たつのっこ  ギャラリー』～みてみて！みんなの すてきな絵～

　市内の公立園（保育所・こども園）５歳児クラスの子どもたちの
思いがつまった絵画を展示します。ぜひお越しください。

と き 	 11月９日（土）～13日（水） ※11日（月）休館
	 ９時30分～16時45分（最終入場16時30分）
とこ ろ 	 たつの市青少年館 ホール

絵画展

▶ 幼児教育課（☎64・3126）

屋外ステージでは、『青空キャンバス』を同時開催！
　特大パネルに“わくわくいっぱい！ひろ～い海”というテーマ
で、市内の公立園４歳児クラスの子どもたちが、思い思いの絵
を描きました。ぜひご覧ください！

昨年度の様子

若者のたつの市への移住・ 定住をサポートします若者のたつの市への移住・ 定住をサポートします

地方就職学生支援事業補助金を創設
　たつの市は、兵庫県と連携し、東京都内に本部がある大学を卒業して、東京圏（東京都、埼玉県、千葉
県、神奈川県）内から本市に移住する就業予定者に対し、就職活動にかかった交通費の一部を支援する
「地方就職学生支援事業補助金」を創設しました。

支援対象者   以下の全てに該当する方が対象です。
①	東京都内に本部がある大学の東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）にあるキャンパスに原則
として４年以上在学する卒業年度の学部生（大学院生および短期大学生は対象外）であって、当該大
学を卒業見込みの方

②	大学の卒業年度において、東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）内に継続して居住している方
③	兵庫県内に所在する企業に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職することが10月１日以降
に内定しており、たつの市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定の方

④	卒業後に内定企業に１年以上就職する意思があり、たつの市に５年以上居住する意思のある方

補助対象経費
　卒業年度の６月１日以降に実施される兵庫県内の企業の採用活動（選考面接等）に要した１回分の往
復または片道の交通費　上限16,000円　※東京圏～就職活動先の交通費が対象

申請受付期限   令和７年２月28日（金）

申請に必要な書類等
　●申請書　●内定先企業による証明書　●在学証明書（原本）　●交通費の領収書　等

そ の 他
　令和７年度からこの事業で交通費支援を受けた学生に、たつの市に移
住する費用の一部を助成する事業を検討しています。（詳細は未定）

問い合わせ先   まちづくり推進課（☎64・3167）

若者定住促進奨学金返還支援事業補助金
　本市に居住する意思を持ち、奨学金の返還を行う若者を支援することで本市への定住を促進します。

対象 者 （次の要件を全て満たす方）

①	大学等（※１）の在学中に奨学金を借り受け、返還している方

②	本市に住所を有し、３年以上居住する意思のある方　

③	登録申請時において、大学等を卒業している30歳未満の方

④	雇用期間の定めがなく、週20時間以上で継続雇用されている方、または自ら事業を営む方

⑤	本市に納付すべき税、返還すべき奨学金を滞納していない方

⑥	奨学金の返還を助成する他の制度を利用していない方

※１	大学等とは、学校教育法に規定する大学（大学院、専門職大学および短期大学を含みます）、高等
専門学校、専修学校（専門課程または高等課程に限ります）、高等学校および特別支援学校（高等
部に限ります）をいいます。

補助対象期間
　登録決定日以後、初めて奨学金を返還した月から起算して36カ月に達する月または奨学金の返還が
終了した日が属する月のいずれか早い月までとなります。

補助 額   補助期間中に返還した奨学金に対し、次の金額を補助します。

市内に所在する事務所等に就業している方   月額上限３万円（補助率10／10）

上記以外の方   月額上限１万５千円（補助率１／２）

補助対象者の登録申請等
　補助金の交付を受けようとする方は、補助対象者として事前登録が必要です。登録は、登録申請書に
次の書類を添えて、まちづくり推進課に申請してください。なお、新卒者等、返還が始まっていない方
は、初めて返還が始まる月から受け付けを開始します。

添付書類

①	奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類

②	奨学金の返還金額、返還開始月および返還期間が確認できる書類

③	大学等を卒業したことを証する書類（卒業証書の写し等）

④	勤務先および就業年月日を証する書類（労働条件通知書、雇用契約書の写し等）、自ら事業を営
む方は、その事実を証する書類（個人事業の開業等届出書等）

※毎年度、交付申請を行っていただく必要があります。その他、詳細はお問い合わせください。

申請・問い合わせ先   まちづくり推進課（☎64・3167）

新規

詳しくは、
こちらから

詳しくは、
こちらから
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